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が策定
 されました

震災復興計画策定の趣旨

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、本市においても震度6弱という強い揺れを観測

し、市内全域に甚大な被害をもたらしました。市内では、住家や、道路・ライフラインなどの都

市基盤施設や学校などの公共施設に著しい被害を受け、市民の皆様の生活や経済活動に深刻な影

響を与えています。特に日の出地区を中心とする地盤の液状化による被害は、住家の傾きや沈下

に加え、道路・水道・下水道などにこれまでにない壊滅的な被害を受けました。

　本計画は、一刻も早い復旧と復興、さらなる潮来市の発展を推進するため「潮来市震災復興計

画」を策定するものです。

震災復興計画の策定とその期間

復旧期：基本的な都市基盤施設（道路、上・下水道、電気、ガスなど）の復旧を行い、通常の
生活ができるまでのハードづくりの期間。３年を目途とします。

復興期：復旧期と並行して、災害に強いまち、住みやすく魅力あるまちの創出を図るハード及
びソフトづくりの期間。７年を目途とします。

国の復興構想：東日本大震災からの復興の基本方針で復興期間は10年とされています。

震災復興計画にかかる基本理念

基本
理念

１ 災害に強いまちづくり

２ 産業の振興による復興支援

３ 市民と行政との連携、
　 市民相互の絆（支え合い・連携・協働）の強化

年度 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２

◆復旧期

◆復興期

国の
復興構想

潮来市震災復興本部からのお知らせ

　本計画は、東日本大震災で受けた甚大な被害に対して、一刻も早い復旧と復興、そしてさら
なる発展を推進するために策定するものです。そこでは、市民の皆様と行政、さらには民間企
業の皆様を含めて、「今、心をひとつに」をスローガンに、復興に向けて手を取り合い、ま
た、支え合いながら歩みを続けていくことが大切であると考えています。このような背景を踏
まえ、復興計画の理念を、次のように定めます。

～今、心をひとつに　安心・安全なまちづくり～

潮来市震災復興計画
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　市民生活の経済基盤となる産業分野については、早期に
震災前の状況に戻るよう復旧に主眼を置いた方針を策定し
ます。また、産業の振興により本市の震災からの復興には
ずみがつくよう、農業や商工業、そして観光の復興に取り
組みます。

（1）市民生活を支える都市基盤施設の復旧と復興
⇒　道路やライフラインなどの市民生活を支える都

市基盤施設については、復旧事業が順次進められ

ています。震災前の生活に早期に戻ることができ

るよう、本復旧・復興に向けて事業を進めます。

　　また、将来発生する可能性のある大規模地震を

想定して、揺れや液状化の影響を抑えるような整

備を進めていきます。

１　災害に強いまちづくり ■■■

（4）災害に強い情報伝達システムの構築

⇒　被災時やその後の避難などに当たり、市民の皆

様に対し、確実に情報の伝達ができるようなシス

テムの構築を図ります。

（2）市民生活の場である建物や施設の復旧と復興
⇒　被災した学校、福祉・教育施設などの公的施設

については、利用者の安全と利便性に配慮して早

期復旧を行います。また、住家などについては、

市民生活を早期に取り戻せるよう、市民の皆様と

行政が協力して復旧・復興を進めていきます。

　　また、自主防災組織の拠点である地区集会所等

の再整備を進めます。

（3）市民生活をとりまく環境の整備
⇒　震災により発生したガレキなどの災害ごみの処分

を行います。

　　また、東京電力福島第一原子力発電所事故に起因

する放射線量の測定と公開を行います。

（5）市民生活を支える行政情報システムの強化

⇒ 被災時においても行政情報システムが機能維持

できるように現在のバックアップ機能をより強化

するとともに、道路等の各種施設台帳の電子デー

タ化を検討していきます。

（6）災害時に市民をまもる防災計画の更新

⇒　今回の地震における被災内容を踏まえ、将来発

生する可能性のある大規模地震を想定して、防災

計画や避難行動指針の内容を見直します。

震災復興方針
基本理念を踏まえ、震災復興方針を次のように策定しました。

■■震災復興方針１

（1）市民生活を支える都市基盤施設の復旧と復興

（2）市民生活の場である建物や施設の復旧と復興

（3）市民生活をとりまく環境の整備

（4）災害に強い情報伝達システムの構築

（5）市民生活を支える行政情報システムの強化

（6）災害時に市民をまもる防災計画の更新

■■震災復興方針２

（1）農業の復旧と復興

（2）商工業の復旧と復興

（3）観光の復旧と復興

■■震災復興方針３

（1）市民生活の再建支援

（2）地域コミュニティの活性化とさらなる醸成

（3）市民と行政の連携の強化

（4）災害時の相互協力体制の構築

災害に強いまちづくり

産業の振興による復興支援

市民と行政との連携、

　　市民相互の絆の強化

　今回の震災で、本市は全域にわたって被災しましたが、
特に日の出地区を中心とした液状化による被災が特徴的で
した。ここでは、被災した施設を早急に復旧するととも
に、将来発生する可能性があると言われている大規模地震
による液状化などの災害に対して、その影響を受けにく
い、安全なまちづくりを進めるために次の方針を掲げま
す。

　今回の震災のように市内全域が被災した際には、行政や
地区のリーダーだけで初期対応を行うことは困難であるこ
とが明らかとなってきました。このような背景を踏まえ、
災害時に、先ずは自助の努力、そして共助が速やかに機能
するよう、普段から地域コミュニティを育み、また市民と
行政の連携を図るような仕組みを検討していきます。

理念１

理念２

理念３
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（1）農業の復旧と復興
⇒　営農環境の活性化を図るよう被災した農業施設等

に対して、復旧のための支援を行います。また、農

業者を支援し、農作物の安全性のアピールを行うな

どの風評被害が起こらないよう努めます。

２ 産業の振興による復興支援 ■■■

（3）観光の復旧と復興
⇒　被災した観光施設に対して、復旧を行います。

また、復興イベントなどを開催し、復旧・復興が

進みつつある潮来市をピーアールするなど、観光

客誘致を進めます。

（2）商工業の復旧と復興
⇒　被災した中小企業者に対して、復旧のための支

援を行います。また、企業誘致などを進めて商工

業の復興に取り組みます。

（1）市民生活の再建支援
⇒ 被災された市民の皆様に対して、早期に震災前

の生活に戻れるよう、被災者生活再建支援制度に

よる支援、資金の貸し付けや税の減免などの制度

を通して支援していきます。

３ 市民と行政との連携、
　 市民相互の絆（支え合い・連携・協働）の強化 ■■■

（3）市民と行政の連携の強化
⇒　イベントなどを通して市民の皆様と行政の連携

を深め、災害時にスムースな連携ができるような

仕組みづくりを進めます。

（2）地域コミュニティの活性化とさらなる醸成
⇒　自治会活動や学校教育などを通して、普段から

地域コミュニティを醸成するような仕組みづくり

を、これまで以上に推進していきます。

（4）災害時の相互協力体制の構築
⇒　市内の企業などに、災害時に必要とされる物資

の確保に協力してもらえるよう仕組みをつくって

いきます。また、今回のような大規模震災では、

本市単独で市民の皆様に迅速に対応することが困

難な場合があるため、今後、他地域の自治体と相

互協力関係を結ぶことを検討していきます。

23

11

86

潮来市長

　田　千春
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第１回 潮来市液状化対策検討委員会を開催
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　３月15日（木）、関東１都６県の86市区町村で構成する「東日本大震災

液状化対策自治体首長連絡会議」（会長： 田千春潮来市長）の構成自治

体のうち、本市を含めた16自治体の関係者が集い、国への要望活動を行

いました。額賀福志郎代議士をはじめ、地元選出の国会議員の同席のも

と都内の衆議院第二議員会館にて連絡会議を行い、その後、財務省、国

土交通省、環境省、復興庁を訪れ、液状化対策事業の運用見直しや要件

緩和などを求める要望書を提出しました。 今回の要望は、復興交付金事

業の採択結果が、「被災地のニーズに合っていない」とのことから、被災

地自治体が自ら進める液状化対策事業への国の強力な支援を求めるため

に、行われました。要望書には、以下の５点を盛り込みました。

　１　より使い勝手の良い交付金となるよう復興交付金制度の内容や

運用の見直し

　２　液状化被害に対する復旧・復興に向けた具体的工法、技術基準や

具体策の提示を行うこと

　３　液状化被害に対する復旧・復興事業における特例措置

　４　災害廃棄物の取扱いの明確化

　５　液状化被害に対する税の特例措置

　要望を行った 田会長によると、「液状化対策は単なる予防的措置ではなく、災害復旧事業と併せて行うこと

が復興そのもの」との説明に平野復興大臣は理解を示され、液状化対策に関して、２次・３次の復興交付金で前

向きに検討するとの回答をいただいたとのことです。

　2月16日（木）、潮来市役所において「第１回潮来市液状化対策検

討委員会」が開催されました。地質・地震や防災対策の研究者、日

の出地区の区長などの10名が委員に委嘱され、 田市長から委嘱状

が交付されました。委員会の冒頭、 田市長は、「液状化状態を根

底から考え、安心・安全なまちづくりのために、スピード感を持っ

て、一日も早い対策を行っていきたい」とあいさつをし、委員長に

は楡井久茨城大学名誉教授、副委員長に國生剛治中央大学教授が選

任されました。委員会では、液状化対策に関する調査方法・工事の

工法等について協議・検討を行い、液状化対策事業計画を策定して

いきます。

平野達男復興大臣へ要望書を提出

連絡会議を開催

冒頭のあいさつを行う　田市長

・委 員 長：楡井　　久 氏（茨城大学名誉教授）

・副委員長：國生　剛治 氏（中央大学理工学部都市環境学科教授）

・委　　員：水野　清秀 氏（独立行政法人 産業技術総合研究所 平野地質研究グループ長）

　　　　　　風岡　　修 氏（千葉県環境研究センター 地質環境研究室主席研究員） 

　　　　　　卜部　厚志 氏（新潟大学災害・復興科学研究所 環境変動科学部門准教授）

　　　　　　先名　重樹 氏（独立行政法人 防災科学技術研究所

　　　　　　　　　　　　　 　社会防災システム研究領域災害リスク研究ユニット研究員）

　　　　　　庄司　　学 氏（筑波大学システム情報系准教授）

　　　　　　箕輪　秀男 氏（ＮＰＯリアルタイム地震情報利用協議会）

　　　　　　阪本　和久 氏（潮来市日の出地区代表区長）

　　　　　　土子　志信 氏（潮来市日の出地区副代表区長）

・オブザーバー：国土交通省、茨城県、ＮＴＴ東日本、東京電力、日本瓦斯

平野復興大臣へ復興交付金要件緩和を要望
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一般会計　歳入 予算額
一般会計 １４２億５,５００万円

国民健康保険 ３７億８,０５４万円

下水道事業 １２億９,２７０万円

農業集落排水事業 ５,７６６万円

介護保険 １７億７,３５３万円

後期高齢者医療 ２億１,２４８万円

小　　計 ７１億１,６９１万円

水道事業会計 ９億２,２４６万円

工業用水道事業会計 １,３０６万円

合　計
２２３億　 ７４３万円
（前年度比12.3％増）

※水道事業会計及び工業用水道事業予算額は、

　収益的支出及び資本的支出の合計額

自主財源

地方公共団体が自主的に収入できる財源
です。市税、分担金及び負担金、使用料
及び手数料、財産収入、寄附金、繰入
金、繰越金、諸収入があります

依存財源
国を経由する自治体の裁量が制限されて

いる財源です。
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一般会計　歳出

潮来市一般会計予算

義務的経費
支出が義務付けられ、削減が極めて困難な経費。
人件費・扶助費・公債費

任意的経費 任意に支出できる経費。義務的経費以外の経費

性質別歳出目的別歳出
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主要事業概要主要事業概要
１．教育・文化の政策

２．保健・医療・福祉政策

★：新規事業

①義務教育施設整備事業【776,478千円】

　潮来小学校建設事業

②小学校英語指導助手配置事業【3,150千円】

　小学５年、６年児童の英語活動に英語指導助手の配置

③その他学習指導関連事業【38,491千円】

　ＡＬＴ（英語指導助手）配置、学校活性化ＴＴ配置

　理科支援員配置・施設整備、適応指導教室の活用

④IＣT教育の充実【7,410千円】

　中学校への教育用パソコン及び中学校教員用パソコン配置

⑤生涯スポーツの振興【7,747千円】

　ボート競技を核とした市民スポーツ振興と交流人口拡大

①地域福祉の推進【2,032千円】

　地域福祉計画の策定

②市民健康づくりの充実【60,459千円】

　・生活習慣病予防健診・特定健診の基本項目追加等（健診料無料化）

　・がん検診推進事業（子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診料無料化）

　・ヒブ、小児用肺炎球菌予防ワクチン無料接種事業

　・健康フェスタ事業、健康サロン事業、心の健康支援事業

　　ヘルシーガードウオーキング事業

　　市民健康づくり推進事業（健康体操）

③各種子育て支援事業の充実【1,562,177千円】

　放課後児童クラブ事業、保育所費、つどいの広場推進事業

ファミリーサポートセンター、子どもに対する手当制度事業、

放課後子ども教室、すこやか保育応援事業等

④保育園整備事業（日の出保育園大規模改修事業）【32,244千円】

　★東日本大震災で被害を受けた日の出保育園園舎の改修支援

⑤医療福祉制度の充実（マル福）【188,655千円】

中学生まで入院費用無料化、小学校３年生までの所得制限の

撤廃による助成の継続

⑥母子自立支援事業【1,261千円】

　相談窓口の開設、「母子自立支援員」配置の継続

⑦母子保健事業の充実【22,250千円】

　妊婦の一般健診を14回まで無料化継続

⑦老人福祉事業の推進【48,217千円】

悠々塾など各種施策の展開。敬老会、グラウンドゴルフ等の充実

⑧介護保険事業の推進（特別会計事業予算）【1,773,533千円】

第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき介護保険サービスを中心とした高齢者施策の充実

 平成23年度からの繰越事業 　認定子ども園改築事業【255,553千円】

　認定子ども園慈母学園改築事業（126,859千円）

　認定子ども園聖泉学園潮来改築事業（128,694千円）
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①道路橋りょう災害復旧事業【2,948,103千円】

　東日本大震災で甚大な被害を受けた道路の復旧工事

　工事区間：日の出地区内及び前川沿いの市民プールから鰐川区間

②日の出地区道路敷測量調査事業【92,970千円】

道路災害復旧事業の計画的かつ円滑な工事を進める

ため、官民境界先行調査及び構造物調査

③前川運動公園整備事業【3,697千円】

整備の残る芝生広場・園路・駐車場等の整備に向けた、

現地測量・設計

④急傾斜地崩壊対策事業【13,000千円】

　県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対する負担

⑤地籍調査事業【3,473千円】

　地籍調査の継続実施（島須地区）

 平成23年度からの繰越事業 

●道路橋りょう災害復旧事業【147,439千円】

震災により甚大な被害を受けた日の出地区及び前川沿

い以外の市道の災害復旧工事

●公園災害復旧事業【187,741千円】

震災により甚大な被害を受けた前川運動公園、日の出

第１・第２近隣公園などの災害復旧工事

①水道事業【74,550千円】

　・田の森浄水場急速ろ過池改造工事(74,550千円)

　・新規水道加入者対して、加入金を一律31,500円減免

　　（H23・24年度）

②公共下水道整備事業【431,977千円】

　・建設事業、流域負担、高度処理合併浄化槽の設置等

③安心安全なまちづくりの推進【703,139千円】

　★・地域防災計画の改定、ハザードマップの改定

　★・防災情報メール配信

　　・Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の運用、

　　　防災訓練の実施等

　★・日の出地区液状化対策事業計画の作成

④塵芥処理等事業【155,905千円】

　・潮来クリーンセンター及び潮来衛生センターの修繕等

　・一般廃棄物処理施設整備基金の積立

 平成23年度からの繰越事業 

●水道施設災害復旧事業【1,052,261千円】

震災により甚大な被害を受けた日の出地区、十番地区で地震に強い耐震管の配管など復旧工事

●下水道災害復旧事業【2,067,949千円】

震災により甚大な被害を受けた日の出地区で液状化対策として、下水道暗渠を砕石埋め戻しするなど復旧

工事

主要事業概要

３．土地利用・基盤整備政策

４．生活環境政策

次ページへ



10広報いたこ 2012
４月号 Vol.133

８．その他の政策

主要事業概要

 平成23年度からの繰越事業 

●小学校屋外環境整備事業【71,100千円】

　避難所施設充実のため潮来小学校耐震性貯水槽工事・潮来小学校屋外便所工事

●中学校屋外環境整備事業【55,500千円】

　避難所施設充実のため潮来第二中学校耐震性貯水槽工事

①水田農業構造改革推進事業【32,649千円】

　「農業者戸別所得補償制度」に対応。生産調整の配分実施等

②排水対策特別事業（土地改良事業）【83,756千円】

　各土地改良事業の推進

③農業担い手育成事業の推進【5,894千円】

　担い手農家の育成、農地の集積を実施

④買ってもらえる米づくり推進事業【9,011千円】

　茨城県地域オリジナル米「潮来あやめちゃん」等の都市部

へのＰＲ活動等の販売促進。高品質米づくり対策等

⑤観光・交流イベント等事業【43,541千円】

　第61回水郷潮来あやめ祭り大会などの開催

※あやめまつり期間にＪＲ東日本との連携による駅からハイキングの16日間開催

⑥あやめ花いっぱい運動【210千円】

　市民あやめ１人１鉢運動・市民あやめ園整備事業

　市民参加の「あやめ」全市的な栽培の取り組み"

⑦前川あやめ園整備事業【73,075千円】

前川あやめ園内の八橋の架け替え及び藤棚の設置工事

⑧企業誘致関連事業（潮来ＩＣ周辺等）【6,787千円】

県内トップの立地企業に対する優遇制度による「道

の駅いたこ周辺」や「潮来インター周辺地区」等へ

の企業誘致の推進。「潮来市企業立地成功報奨制度」

の継続。臨時職員の雇用による、東京を拠点とした

企業誘致の推進

 平成23年度からの繰越事業 

　農業用施設災害復旧事業【361,750千円】

　震災により甚大な被害を受けた排水路、排水機場などの災害復旧工事

　行財政改革の推進－

　潮来市行財政改革大綱に基づく行財政改革の推進

　男女共同参画推進事業【866千円】

　男女共同参画基本計画に基づく事業推進、市民協働によるまちづくりの推進

国の緊急雇用対策の助成を受け、下水道接続促進事業、環境美化推進事業など失業者への雇用対策として、

緊急雇用創出事業等を各種政策の中で展開

６．行財政政策

７．市民協働政策

５．産業振興政策
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潮来市メールマガジン配信
サービスが始まりました！

・防災無線情報／防災無線で放送された内容

・健康情報／健康診断や休日当番医

・選挙速報／投票結果など

・市税等納期限情報／税金の納付期限に関する情報

・市議会からのお知らせ／市議会日程など

・図書館からのお知らせ／休館日やイベントなど

１　　潮来市ホームページ「メルマガ配信登録」ページから、配信を希望する項目の選択、登録を希

望するメールアドレスと登録を希望するパスワードを入力し、「上記内容で登録する」のボタンを

クリックします。

２　　登録したメールアドレスに仮登録メールが届きます。仮登録メールには、本登録用アドレスが

ありますので、本登録用のアドレスにアクセスして本登録を行ってください。

３　　本登録完了のメールが届くと、登録完了となります。

潮来市モバイルサイト
「メルマガ登録ページ」へ

潮来市ホームページもリニューアル！

併せてご覧ください。

http://www.city.itako.lg.jp/

配信する内容はこちら

お問合せ　潮来市　秘書政策課　TEL.６３－１１１１　内線２１１

登録方法

　潮来市では、４月からのホームページリニューアルに伴い、新た
にメールマガジンを配信しております。ぜひ、ご活用ください。

・災害情報／火災情報等

・子育て情報／子育て広場など

・放射能濃度情報／市役所ほか市内施設の測定結果

・観光情報／あやめまつりや年間を通した観光イ

ベント情報など

・潮来市からのお知らせ／上記項目以外のお知らせ

KOZU./ITAKOc

潮来市メールマガジン配信
サービスが始まりました！

水郷いたこ大使

「あやめ」

携帯電話でのご登録は、

右のＱＲコードからどうぞ。

※携帯電話の場合別途通

信料がかかりますので

ご注意ください。

※迷惑メール防止対策のためドメイン指定等を行っている場合は

「ayamail1@city.itako.lg.jp」を受信できるように設定してください。

《広　告》
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　平成24年度の定期異

動について、次のとお

りお知らせします。職

員数は２４１名となり、

前年異動時期（７月１

日）と比べると８名減

となります。限られた

人員でさらなる市民生

活の向上を図るため、

職員の能力向上と事務

効率を一層高めます。

24
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　各地区からいただく会費・募金は皆さまが納めた区費を地区でとりまとめ、その区費の

一部から支払っていただいているものです。会費・募金の使途については以下のとおりです。

　今後ともよろしくお願いいたします。 

会費・募金について会費・募金について

　防犯連絡会では、年間を通して各地

区で行われる祭礼等のパトロールや

防犯キャンペーン、また、放置自転車

の撤去等を行っています。なお、皆さ

まからいただいた会費はパトロールや

キャンペーンの時に着用する帽子、

ベストをはじめ啓発物品に当てられ、

防犯活動に役立たせていただいています。

　社会福祉協議会会費は、誰もが

安心して暮らすことのできる地域福

祉社会を目指して、市民をはじめ、

各種団体、ボランティア、行政など

が会員となり地域福祉活動を展開する

ため主に下記の事業に使われます。

　○ボランティアセンターの運営

　○在宅福祉サービス

　○法律相談

　高齢者世帯や新入学児童へ啓発物品を配布するなどの

交通安全の啓発活動に役立たせていただいています。

　また、以下の活動も実施しています。

　○保育園、幼稚園、小中学生、高齢者に対しての交通安全教室

　○新学期の立哨指導

　○飲酒運転根絶のため市内飲食店や事業所への訪問活動

　○各種交通安全キャンペーン開催及び参加

　青少年育成潮来市民会議とは青少年の育成に市民

すべてが関心をもち、住民総ぐるみの運動を展開

し、行政に呼応しあるいは行政に働きかけを行い

市民一体となって次代を担う青少年の心身の健全な

育成を図ることを目的としています。

【事業予定】○青少年のための社会環境整備活動（２回）

　　　　　　○青少年のつどい

　　　　　　○「家庭の日」絵画・ポスター展

　　　　　　○各種団体連絡会議の開催

　　　　　　○広報誌「ふれあい」の発行

　　　　　　○各種青少年育成団体 (子ども会・高

校生会・スポーツ少年団等)の支援

【会費の使用目的】

（一世帯あたり200円）

　広報誌「ふれあい」の

配布（年３回）、青少

年のつどいの開催、

各種青少年育成団体・

各地区公民館活動費支援、

社会環境整備活動（捨

て看板や有害ビラの撤去）等の活動を通して、青少

年の非行防止と健全育成に努めます。

　　　お問合せ　潮来市立中央公民館
　　　　　　　　TEL.66-0660

お問合せ　潮来市 総務課 TEL.63-1111 内線233

  お問合せ 潮来市 総務課
　　　　　 TEL.63-1111 内線233 お問合せ 潮来市社会福祉協議会 TEL.63-1296

交通安全母の会（一世帯あたり50円）

防犯連絡会（一世帯あたり50円）

青少年育成潮来市民会議（一世帯あたり200円）

社会福祉協議会（一世帯あたり500円）
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　現在および将来の世代にわたって人間が豊かな森林に恵まれた生活が維持できるよう緑化活動を推進
し、社会全体で森林を支えていくことを目的として一世帯あたり100円の募金をお願いしています。
　なお、寄付金の使途は、潮来市緑化推進協議会が主体となり
下記の事業に取り組んでいます。

　○水源林や里山の整備、学校・公園など公共施設の緑化等
　○間伐や保育などの森林の整備
　○森林ボランティア活動の支援
　○青少年の環境教育及び緑の少年団活動の支援
　○普及啓発など

お問合せ　潮来市 農政課 TEL.63-1111 内線266

　日本赤十字社は国内外を問わず、人道的な活動をしています。
その活動を支えているのは皆さまから寄せられる活動資金だけで
おこなっております。
　日本赤十字社では日本赤十字社茨城県支部から潮来市に依頼
し、一世帯あたり500円を一般社資という名目と企業から特別社
資という名目として頂いたお金を、災害の救助活動や火災・風水
害にあった方に毛布や日用品の配布を独自に行っております。
　赤十字へのご理解と、活動資金へのご協力をお願いします。

　新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らす

ことができるようにさまざまな福祉活動を重点的に展開するための運動です。

　潮来市では１人暮らし高齢者の方々におせち料理を配布しています。

　共同募金は、民間の社会福祉事業

や地域をつくる市民を応援するため

に行われる募金です。

　皆さまからお寄せいただいた寄付

金は、社会福祉施設や高齢者などに

配分され地域福祉活動の推進に幅広

く活用されます。寄付した方々の地

域で生きる寄付金です。

　潮来市では下記の活動・施設など

に配分されています。

　・一人暮らし高齢者ふれあい遠足

事業

　・市内施設クリスマス用ケーキ代

　・一人暮らし慰問

お問合せ　潮来市 市民福祉課 TEL.63-1111 内線385・386

お問合せ　潮来市社会福祉協議会 TEL.63-1296

お問合せ　潮来市社会福祉協議会 TEL.63-1296

共同募金（一世帯あたり360円）

緑の募金（一世帯あたり100円）

日本赤十字社（一世帯あたり500円）

歳末たすけあい募金（一世帯あたり100円）

皆さん、区に加入しましょう！
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①基準額が年額４９,２００円（月額４,１００円）になります。

②これまでの６段階７区分から第３段階特例を新設して、６段階８区分になります。

③第５段階と第６段階の区分けが合計所得金額１９０万円に引き下げられます。

　介護保険法により、第１号被保険者（65歳以上の者）の保険料を３年ごとに見直すこととなっています。

　介護サービスの受給見込みにより、保険料を算定することになっていますので、介護施設の設置や介護

サービスの利用が増加すると保険料も高くなることになります。皆さまには、適正な介護サービスの利用に

努めていただきますようにお願いいたします。

所　得　段　階
保険料
（年額） 調整率

第１段階 世帯非課税
●生活保護受給者の方

●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
24,600円 0.50

第２段階 世帯非課税
世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と

課税年金収入額の合計が80万円以下の方
24,600円 0.50

第３段階

特例 世帯非課税

世帯全員が市町村民税非課税の方で、第２段階に該当しない

方で、かつ、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が120万円以下の方

34,440円 0.70

標準 世帯非課税

世帯全員が市町村民税非課税の方で、第２段階に該当しない

方で、かつ、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が120万円を超える方

36,900円 0.75

第４段階

特例
世帯課税
本人非課税

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は非課税

で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

の方

40,836円 0.83

基準
世帯課税
本人非課税

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は非課税

で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超

える方

49,200円 1.00

第５段階 本人課税
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円未

満の方
61,500円 1.25

第６段階 本人課税
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以

上の方
73,800円 1.50

介護保険料についてのお知らせ

お問合せ　潮来市　保険年金課　TEL.６３－１１１１　内線１２３、１２４

①普通徴収（納付書または口座振替で納める方法）

　　仮徴収　４月に第１期（４月）と第２期（６月）の２回分の納付書を送ります。

　　本決定　８月に第３期（８月）から第６期（翌年２月）の４回分の納付書を送ります。

②特別徴収（年金天引きで納める方法）

　　仮徴収　前年の８月に今年８月までの天引き額を通知済みです。

　　本決定　８月に10月から翌年２月までの天引き予定額を通知します。

　　　　　　あわせて、翌年４月から８月までの仮徴収予定額を通知しています。

③特別徴収額変更又は更正決定

　　保険料の納付額に変更が生じた場合は、①②とは別に通知をしています。

◇平成２４年度から平成２６年度までの介護保険料が決まりました◇

　潮来市では市民税（住民税）の確定があるまで仮徴収を行っ

ています。新保険料で本決定する時期は８月になります。

介護保険料についてのお知らせ

○保険料の本決定について



17 広報いたこ 2012
４月号 Vol.133

特別児童扶養手当および
特別障害者手当等の手当額変更のお知らせ！

　平成24年度特別児童扶養手当及

び特別障害者手当等の手当額につ

いて、「児童扶養手当法による児童

扶養手当の額等の改定の特例に関

する法律（平成17年法律第９号）」

の規定により、右記のとおり平成

24年４月分～手当額が変更になり

ます。

　悠々塾は事業主体を高齢者クラブ連合会とし、

各地区との連携を図りながら充実した事業を展開

してきました。

　健康で豊かな人生を送るために、悠々塾で自分

にあった楽しみをみつけませんか？

講座内容　年５回の開催を予定しています。

①教　養　講　座（50名）
②歴　史　講　座（40名）
③陶　芸　講　座（20名）
④コーラス講座（30名）

⑨社交ダンス講座（20名）

⑩新規講座

　ハーモニカ講座（20名）

⑤川　柳　講　座（15名）
⑥カラオケ講座（25名）
⑦絵 手 紙 講 座（20名）
⑧民　謡　講　座（25名）

平成24年度

「悠々塾生」募集

受講資格　潮来市在住の概ね60歳以上の方。
　　　　　（市バス利用のため、必ず県民交通災害共済にご加入してください）

受 講 料　年間５，０００円（材料費等実費有り）

場　　所　中央公民館・潮来公民館・牛堀公民館

申込方法　かすみ保健福祉センターまたは、高齢者クラブ単位会長宅にある申込用紙に記入し受講料を
添えて申し込み下さい。（代理可）

　　　　　注）申込書には、必ず第２希望まで記入してください。定員を超えた場合には抽選となり希
望する講座の受講ができない場合もありますのでご了承願います。

提 出 先　高齢者クラブ単位会長に申し込みください。
　　　　　直接、かすみ保健福祉センターでも受付は可能です。

申込締切　平成24年５月11日（金）

　　　　　　　　　　　　 （平成23年度）　　（平成24年度）

特別児童扶養手当（１級）　　50,550円　　→　　50,400円

　　　 〃 　　　（２級）　　33,670円　　→　　33,570円

特別障害者手当　　　　　　　26,340円　　→　　26,260円

障害児福祉手当　　　　　　　14,330円　　→　　14,280円

福祉手当（経過措置分）　　　14,330円　　→　　14,280円

＊詳細は下記までお問い合わせください。

お問合せ　潮来市　市民福祉課　TEL.６３－１１１１

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４－５２４０

　潮来市の平成24年度～26年度の介護

保険料基準月額は、450円引き上げら

れましたが、保険料の額・引き上げ額

いずれにおいても、鹿行地区内におい

て最も低く、県内平均、全国平均を下

回っております。

鹿行地区で

最も低い保険料

【鹿行地区および茨城県内保険料月額および引き上げ額】

市町村名 保険料（月額） 引き上げ額

潮来市 4,100円 450円
鹿嶋市 4,200円 600円
鉾田市 4,280円 582円
神栖市 4,350円 470円
行方市 4,380円 680円

茨城県内平均額 4,528円 811円
全国平均額 4,972円 812円

平成24年度～26年度

　介護保険料基準月額
平成24年度～26年度

　介護保険料基準月額



18広報いたこ 2012
４月号 Vol.133

＜中央公民館窓口取扱内容＞

○住民票の交付、印鑑証明の交付、戸籍証明の交付、税関係証明の交付

　母子手帳の交付

○戸籍届出の受付（死亡届については、火葬許可証の発行をします。）

　　上記の業務については、８：３０～１７：１５においでくださるよう

お願いいたします。

窓口取扱時間　　午前８時３０分～午後５時１５分

　　　　　　　　年末年始を除く、毎日

　市民サービスの向上を目指し、５月１日（火）から中央公民館でも市役所窓口業務を始めます。

年末年始を除き、土曜・日曜日、祝日も下記の業務が取り扱われます。

　これにより、土曜日午前の市役所窓口業務は、同日をもって廃止となります。

４月１日から、家庭ごみの収集を担当する
収集運搬委託業者が一部変更となりました

※各集積所の曜日ごとのごみの出し方については、変更ありません。

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３－１１１１　内線２５１～２５３

業者名 収集地区 備　考

（有）榊原商店
６３－１７２６

西丁、浜丁、上丁、下丁、十四番、横須賀東、二丁目、三丁目、四丁
目、五丁目、六丁目、七丁目、八丁目、七軒丁

塙商事
６６－０６０５

新町、後明、将監、小泉、曲松、須賀、川尾 変　更

水郷急送（有）
６６－２８７６

大塚野、江寺、貝塚、築地、古高、大山、大賀、大生、釜谷、水原１
区、水原２区、水原３区、赤須

変　更

中部清掃運輸（有）
６６－０１５５

新宮、下田、宮前、洲崎、西区、東区、徳島、福島、米島、前川、大
洲、日の出７丁目

松信商事
６７－５５３５

日の出１丁目、日の出２丁目、日の出３丁目、日の出４丁目、日の出
５丁目、日の出６丁目、日の出８丁目、十番、あやめ丁

変　更

ミネクリーンサービス
６４－５７０５

牛堀一区、牛堀二区、永山東、永山西、堀之内、茂木、清水、芝宿、
台上戸、宿、古宿、横須賀西

＜休日等における緊急な問い合わせも可能です＞

　　　潮来市立中央公民館　　潮来市日の出３－１１

　　　　　　　　　　　　　　TEL.０２９９－６６－０６６０

５月１日（火）から

「市役所窓口業務」が

　中央公民館（日の出）で始まります

５月１日（火）から

「市役所窓口業務」が

　中央公民館（日の出）で始まります

土曜日午前の市役所窓口業務を廃止し（自動交付機のみ実施）
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潮来市指定ごみ袋

Design

◇応募作品

　「燃やせるごみ袋」

　「資源袋　缶ビンペットボトル」

　「資源袋　プラスチックビニール類　　 」の３種類。

◇応募作品のテーマ

●子供から高齢者がその袋のデザインを見て、分別し

　やすくするもの。

●親しみやすく、明るいイメージのもの。

◇応募資格　

　潮来市在住・在学の方。

◇応募方法

　①応募用紙（Ａ３判）を使用してください

　　【デザインサイズ】たて23㎝×よこ34㎝

　②「燃やせるごみ袋（白色）」（大・中・小）

　　「資源袋（緑色）」缶・ビン・ペットボトル用　

　　「資源袋（黄色）」プラスチック・ビニール類　　 用

どの袋のデザインか選択してください。

　③お一人で複数の応募もできます。ただし返却は

　　いたしません。

　④デザインの説明・住所・氏名・電話番号を明記すること。

◇応募用紙

　①市役所環境課・市民課・各地区公民館・図書館・

かすみ保健センターに置いてあります。

　②潮来市ホームページよりダウンロードしてご使用

ください。http://www.city.itako.lg.jp/
◇提出先

　〒３１１-２４９３　潮来市辻６２６番地

　市役所環境課に持参か郵送のこと。

◇応募締切

　４月２７日（金）必着

◇審　　査

　選考委員会等で応募作品の中から採用作品を選び、

　決定します。

　※採用の作品の著作権は、潮来市に帰属するものと

し、必要に応じて補作することがあります。

◇発　　表

　入選者については通知し、広報・記者会見等で発表

します。

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３－１１１１　内線２５２

　潮来市では、ごみを減らす取り組みをしています。そしてそれは、ひとりひとりが、ごみをきちんと分別し、リ

サイクルすることの大切さを知ることから始まると考えています。

　そこで、ごみの分別がしやすい様な「潮来市のごみ袋」の新デザインを募集します！

注意１　色の指定はできません。はっきりと大きくデザインして

ください。（ペンやマジック等）

デザインサイズ
たて２３ｃｍ×よこ３４ｃｍ

注意２　上部は、あらかじめ、「潮来指定ごみ袋の種類・名称」や

　　　　「分別の目印　　　マーク」などが入ります。

募集要項

23㎝
↑

↑

↑

↑デザインスペース

潮来市指定ごみ袋

デザイン募集

34㎝

潮来市指定ごみ袋

デザインイメージ

ごみ袋をデザインしてみませんか？
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　スポーツ推進委員とは？

　地域のスポーツ振興のため、市教育委員会から委嘱された非常勤公務員で、スポーツ

の実技指導と、スポーツに関する指導・助言を行っています。

　スポーツ推進委員派遣制度

氏　名 種　　目

１ 松　田　寿美子 ９人制バレーボール

２ 白　鳥　悦　男 弓道

３ 小　林　俊　夫 ソフトテニス

４ 篠　塚　正　幸 ウォーキング・ロードバイク・マウンテンバイク

５ 鴇　田　幸　功 サッカー・インディアカ

６ 竹　内　信　夫 レクリエーション・ゲーム全般

７ 松　岡　　　進 インディアカ・ソフトバレーボール・バドミントン

８ 草　野　治　夫 ソフトバレーボール

９ 高清水　　　勝 ボート

10 篠　塚　優　子 ソフトバレーボール・インディアカ

11 茂　木　充　史 サッカー

12 平　山　勝　恵 ドッチボール・ユニホック

13 越　川　和　代 ソフトバレーボール

14 小　高　恵　理 陸上競技（長距離・マラソン）

15 谷田川　康　浩 剣道

指 導 員 スポーツ推進委員

費　　用 無　料

派遣回数 １団体につき年間５回まで（１回2時間以内）

指導場所 市　内

参 加 者 10名以上（個人競技・種目によっては参加者数は相談してください）

派遣申請
所定の申請書により派遣希望日の２ヶ月前までに中央公民館に申請

※電話では原則受付できません

※スポーツ基本法の施行に伴い、「潮来市体育指導委員」の名称が「潮来市スポーツ推

進委員」に変更となりました。

　詳しくは、市ホームページか各地区公民館にスポーツ推進委員紹介ブックがおいてあ

りますのでご覧ください。

お問合せ　潮来市中央公民館　TEL.６６－０６６０　FAX.６６－４３３９

（敬称略）平成24年４月１日現在

《広　告》《広　告》

幸せな結婚・経済産業大臣認定

結婚
男女初婚・再婚

婿養子・年齢不問

プライバシー厳守

ブライダル鹿嶋
TEL 0299-69-7622
E-mail :aiko@sakaida.net

女性に限り

入会～成婚

まで優遇
お問い

合わせ

保険の見直し・相談のご予約は

     0120-800-784(10:00~19:30)
ＨＰアドレス  http://www1.ocn.ne.jp/~hoken888/

家族で月５万×12ヶ月×30年＝1,800万円
保険は貯金ではありません。今のままで良いでしょうか？

決して安くない生命保険料

スマイル保険ショップ
潮来ショッピングセンターアイモア店
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　潮来市は、昭和36年から都市計画道路の決定を進め、17路線、46.3kmが都市計画決定されています（平成

23年３月31日現在）。しかし、人口減少社会の到来等に代表される社会環境の変化に伴い、都市計画決定時に

想定していた道路の役割も変化し、その必要性が低下している道路もあることから,潮来市の都市環境を巡る

変化等を考慮した都市計画道路網の再構築が必要となっています。

　そのため、市では、「茨城県都市計画道路再検討指針」に基づき、都市計画道路について検討を行った結

果、以下の２つの都市計画道路の廃止を行うこととし、「潮来都市計画都市計画道路の変更案」を作成しまし

たので、以下のとおり説明会を開催します。

番号 路　線　名 延長(ｍ) 幅員(ｍ) 都市計画決定年月日

① ３．６．８上町六丁目線 １,０３０ ８ 昭和36年04月26日

② ３．６．１０六丁目七軒町線 ２８０ ８ 昭和36年04月26日

日　時　　４月27日（金）午後７時～　　　場　所　　潮来公民館　図書室

お問合せ　潮来市　都市計画課　TEL.６３－１１１１　内線３４７

■説明会の日程について

■今回対象とする都市計画道路の位置

■今回対象（廃止）とする都市計画道路

「都市計画道路変更説明会」の開催について

《広　告》

相続手続　土地、建物の売買、贈与
会社の設立　役員変更

債務整理（サラ金関係）　その他

潮来市曲松2808番地10（潮来高校入口）

電話　0299-67-3055

茂木誠治司法書士事務所

お気軽にお電話ください

「広報いたこ」
「潮来市公式ホームページ」へ
広告を掲載しませんか！

広告募集

　潮来市では、「広報いたこ」「潮来市

公式ホームページ」に有料広告掲載さ

れる方を募集しています。

詳しくは、潮来市役所 秘書政策課まで

　〒311-2493　潮来市辻626

　50299-63-1111  FAX 0299-80-1100

受　付

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

崖

崖

崖

《広　告》



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

５月６日（日）午後２時～３時

「こどもの日」おはなし会特別版

～お外で紙芝居～

図書館のおにいさん、おねえさん

５月12日（土）午後２時～２時30分

「狐（きつね）」のおはなし

図書館友の会

５月17日（木）午前11時30分～正午

０～３歳児のおはなし会

（子育て広場）

図書館のおにいさん、おねえさん

５月20日（日）午後１時30分～３時30分

「大人のための朗読会」

いたこおはなしの会

５月26日（土）午後２時～２時30分

「お母さん（おかあさん）」のおはなし

図書館友の会

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

児 童 特 集

　どうぶつえんにいきたくなるような

お話を集めました。かわいいどうぶ

つ、こわ～いどうぶつ、ふしぎなどう

ぶつ、いろいろいます。どうぶつえん

に行く前に読んで、行った後でも読ん

でみてください。

図書館からの

お知らせ

今月の本棚（５月）

作品　日本の伝統的な文化である陶芸。美術作品だけでなく、陶芸の

歴史や作り方、見分け方、鑑賞などの本も特集します。実際に

作れる陶芸体験も紹介していますので、図書館だより「クロー

バー」もご覧ください。

特集　「陶芸の世界」

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

４月15日（日） 午後１時30分～ 風光る剣（邦画）
中井　貴一／
鶴田　真由／出演

青少年・大人向け

４月21日（土） 午後１時30分～
おじゃる丸

マロのゆかいな世界
－ 子ども向け

・図書館２階視聴覚室で上映いたします。（入場無料）◇上映会のお知らせ◇

　平成23年３月11日の東日本大震災により図書館の一部が損傷したた

め、３月末に３日間臨時休館とし、損傷した箇所の改修工事を行いまし

た。これまで一部立ち入りを制限していた場所がありましたが、すべて

復旧いたしました。これまで通りご利用いただけるようになりました。

22広報いたこ 2012
４月号 Vol.133

 ５月の図書館カレンダー 　※休館日は、５月16日（水）館内整理日となります。

「どうぶつえんにいこう！」

　４月13日（金）から、絵本週間特集を始めます。日本絵本賞、講談

社出版文化賞（絵本賞）、講談社絵本新人賞、産経児童出版文化賞な

どの受賞作品を集めます。すてきな絵本に出会えるといいですね！

「絵本週間特集」

日　時：４月15日（日）午後２時～３時

場　所：図書館おはなしの部屋

内　容：おはなし会のほかに、しかけ絵本を作る「ミニミニしかけ絵

本」も開催します。

募　集：どなたでも参加いただけます。無料です。

「おはなし会特別版
 ～子ども読書の日企画事業～」イベントのお知らせ

企画展示のお知らせ
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子育て広場（い）
１歳児育児相談（か）
（H23.5月生）

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（図）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（図）

子育て広場（い）
４ヶ月児育児相談（か）
（H23.12月生）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（い）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（い）

子育て広場（い）
ヘルスアップ教室

（潮・公）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H22.10月生）

子育て広場（図）
こころの健康相談（か）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（図）
ヘルスアップ教室
（延・公）

子育て広場（い）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（図）

子育て広場（い）
何でも育児相談（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H23.9月生）

子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H21.2月生）

ストレッチ体操（い）

◎婦人科検診（か）

子育て広場（い）

◎今月の納税は、固定資産税の第１期分（５月31日納期日）・軽自動車税の全期分（５月31日納期日）・

　　　　　　　　下水道事業受益者負担金の第１期分（５月31日納期日）です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

子育て広場（い）子育て広場（い）

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

＋当番医

船坂医院566-1285

＋当番医

常南医院563-1101

＋当番医

延方クリニック
566-1873

鹿島アントラーズ
「ファミリーＪｏｉｎ
デイズ」（ス）
＋当番医

仲沢医院563-2003

田植交流会
春季市民スポーツ大会
＋当番医

大久保診療所
562-2506

May

● 実施場所 ●

（い）…潮来保健センター

（か）…かすみ保健福祉センター

（中）…中央公民館

（図）…市立図書館

（ス）…県立カシマサッカースタジアム

春季市民スポーツ大会
＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

の
カレンダー月5

15

67

45

大六天王様（下田区）

23 広報いたこ 2012
４月号 Vol.133

第61回 水郷潮来
あやめまつり大会
開会式

第61回 水郷潮来あやめまつり大会（５/19～６/24）

第61回 水郷潮来あやめまつり大会（５/19～６/24）
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３
月24日（土）、潮来ホテルにおいて「徳島小学校閉

校記念式典」が開催されました。閉校式には、徳

島小最後の在校生となる17名の児童をはじめとし、関係

者約250名が参加しました。式典の中で 田市長は「105

年の歴史を誇る徳島小学校が閉校となることは非常に残

念なことですが、子どもたちの未来を信じ、ご理解をい

ただきたい」とあいさつをされました。

　その後、徳島小学校での思い出を振り返るスライド

ショー、在校生17名による、校歌斉唱、トーンチャイム

による合奏などが行われ、式典に花を添えました。

　徳島小学校は明治39年に開校し、ピーク時には260人

を超える児童が通学していましたが、少子化の影響もあ

り、昨年度をもって閉校となりました。徳島小学校は閉

校後、潮来市内の延方小学校に統合されます。

徳島小学校閉校記念式典徳島小学校閉校記念式典

田市長によるあいさつ

スライドショーで振り返る徳島小学校の思い出２５０名を超える参加者

徳島小児童によるトーンチャイム演奏徳島小児童による校歌斉唱


